
 

 

事 務 連 絡  

令和 3 年 9 月 2 日 

各学校長 殿 

今帰仁村教育委員会  

教育長 玉城 奎  

（公印省略）  

 

村立小中学校の再開について（通知） 

 

 みだしの件につきまして，児童生徒の学びの保障や心身への影響等を鑑み，令和 3 年 8 月 27 日

付け今教委第 7 号で通知した臨時休業を解除し下記により学校を再開します。 

各校におかれましては，各ご家庭と連携し，校内外の感染症対策の周知徹底を図り，万全の対

応・対策を行っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

1 臨時休業の取扱い 

 ・村立小中学校の臨時休業は 9 月 5 日（日）までとし，9 月 6 日（月）から再開する。 

 

2 学校再開後の教育活動について 

 ・沖縄県が依然として緊急事態宣言下であること及び今帰仁村においても予断を許さない状況

が続いていることを踏まえ，各校ではこれまでの感染症対策を徹底すると共に，各ご家庭に

おける感染症対策の徹底や登校を控える場合（令和 3 年 8 月 26 日付け「登園・登校について

（お願い）」），感染者等を誹謗中傷等の対象としないよう周知し協力を依頼すること。 

 

3 その他 

・今後の学級閉鎖等に備え，各校においては ICT の活用等による学習指導に取り組むこと。 
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